
 

 

令和７年５月 

東京二十三区清掃一部事務組合 

目黒清掃工場の近隣にお住まいの皆様へ 

 
 
 
 
 
 

 平素より、東京二十三区清掃一部事務組合の事業につきまして、ご理解とご協力を賜り
誠にありがとうございます。 
この度、東京都環境影響評価条例に基づき、目黒清掃工場建替工事における工事の完了

後の騒音の調査を行います。 
近隣の皆様にはご迷惑をおかけしますが、細心の注意を払って作業を行いますので、ご

理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 

１ 調査項目 

(１)騒音（工場の稼働時・停止時） 

  ・工場の稼働・停止に伴う騒音レベルの状況を調査します。 

  ・工場敷地境界（工場周辺の歩道等）に騒音計を６か所設置します。 

  ・調査地点は裏面（騒音調査地点図）のとおりになります。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

項目 調査予定日 備考 

騒音 

（工場の稼働時・ 

停止時） 

停止時：５月 19～20日 

（雨天等の場合は順延） 

稼働時：７月８～９日 

（雨天等の場合は順延） 

調査期間は１日間

（24時間） 

騒音測定状況（事例） 



 
 

 

 

 
 

 

【お問合せ先】 

東京二十三区清掃一部事務組合 建設部 計画推進課 

電話 03 (6238) 0915 

調査会社 株式会社上総環境調査センター 

電話 0438(36)5001 

 

※ 詳細は、東京二十三区清掃一部事務組合ホームページ 

の「目黒清掃工場建替事業環境影響評価について」を 

ご覧ください。 

 

東京二十三区清掃一部事務組合 

ホームページ 

 

凡例     騒音測定地点 （矢印の範囲内のいずれかの場所に騒音計を設置します） 
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騒音調査地点図 
 


